
 

 

 

 

 

 

 

広島市では、地球温暖化対策として、家庭からの温室効果ガス排出削減を図るため、住宅の居間の全ての窓に断

熱窓の設置を行う個人に対して補助金を交付します。 

※ 「断熱窓の設置」：ガラス交換、内窓設置又は外窓交換により既存窓を断熱窓へ改修するものをいいます。 

※ 本補助制度は、断熱窓の他に、家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置も交付対象です。家庭用燃料電池等の

設置については、家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備版のお知らせをご覧ください。 

 

◆ 補助対象製品の設置工事の着工前に交付申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。 

◆ 国や県の補助制度を利用する場合も申請することができます。なお、補助制度によって補助対

象や申請時期が異なる場合がありますので、注意してください。 

◆ 家庭用燃料電池、家庭用蓄電池及びＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合、それぞれについて申請

することができます。 

補助対象製品：断熱窓（ガラス交換、内窓設置又は外窓交換） 

補 助 金 額：３万円／件 

募 集 件 数：６０件 募集件数に達した時点で受付を締め切ります 

申請受付期間：令和８年４月１５日（水）～ 令和９年１月２９日（金） 
（必着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の詳細は次のページをご覧ください

令和８年度 広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金のお知らせ 

（申請・問い合わせ先） 
〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市環境局温暖化対策課 TEL ０８２-５０４-２１８５ FAX ０８２-５０４-２２２９ 

制度の詳細や申請書等の様式は、広島市ホームページからダウンロードできます。 

市ホームページから下記のとおりリンク先へ進むか、二次元コードを読み取ってください。 

広島市ＨＰ（総合トップページ） ▶ くらし・手続き ▶ ごみ・環境 ▶地球環境 ▶  

広島市家庭用スマートエネルギー設備等設置補助金（家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備、断熱窓）▶ 

断熱窓の補助制度について 

 
広島市  スマートエネルギー  補助      

断熱窓 

『断熱窓』ってどんな製品？？ 

断熱窓とは、室内と室外の熱の移動（流入・流出）を抑えることができる従来の窓

に比べて断熱性能が高い窓です。快適な室内環境を保ち、冷暖房効率の向上や結露防

止などの効果があります。 

 

検 索     



 

 

 

  

補助金の交付対象は、住宅の居間の全ての窓（ガラスを用いた開口部全て）（以下「居間の全ての窓」
という。）に断熱窓を設置する工事です。 

※ 設置工事の着工前に申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。 

 
 

補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する個人です。 

⑴ 広島市の区域内に住所を有する個人（実績報告時に住所を有する場合を含む。） 

⑵ 広島市税を滞納していない個人 

⑶ 次のいずれかに該当する個人 

ア 自ら居住する既築の住宅の居間の全ての窓に断熱窓を設置する個人 

イ 賃貸する既築の住宅の居間の全ての窓に断熱窓を設置する個人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

補助金の対象の断熱窓は、次の要件のいずれにも該当する製品です。 

⑴ 国の補助事業における補助対象製品として公益財団法人北海道環境財団及び住宅省エネ 2026 キ

ャンペーン事務局により登録されている未使用のもの 

⑵ １件当たりの材料費及び工事費の合計額が２０万円以上で、本市の他の補助金の交付を受けていな

いもの  

 

２ 対象者 

３ 対象製品 

１ 交付対象 

補助制度の概要    

≪居間の範囲≫ 

間仕切りが無く、平面でつながっている居

室等は同一空間とみなし、居間に含む。 

（右図の場合、台所と階段下収納） 

 

 

間仕切りが無く、空間でつながっている居

室等の窓の改修は不要。 

（右図の場合、ホール１） 

 

ア 換気小窓（障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓） 

イ 300mm×200mm以下のガラスを用いた窓 

 ウ 換気を目的としたジャロジー窓 

 エ 天窓 

オ 国の補助事業における補助対象製品として登録されている製品が既に設置されている窓 

≪「居間の全ての窓」に含まれない窓≫ 



 
 

⑴ 補 助 金 額：３万円／件  

⑵ 募 集 件 数：６０件 

⑶ 申請受付期間：令和８年４月１５日（水）から令和９年１月２９日（金）まで（必着） 

※ 申請受付期間内であっても募集件数に達した場合は、受付を締め切ります。 

※ 設置工事完了後に受領する領収書の発行日が令和９年３月１３日（土）以降になる場合は、補助金を交付

することができませんので、ご注意ください。（詳しくは「令和８年度広島市家庭用スマートエネルギー設備

等設置補助金の手引き」をご覧ください。） 

 
 
 

⑴ 令和８年度に補助金の交付を受けることができるのは、１つの住宅に限ります。 

⑵ 補助金の交付は、本補助制度で定める年数内（補助対象工事等の完了の日から１０年）において１

回に限ります。 
 

 

４ 補助金額・募集件数・申請受付期間 

5 注意事項 

６ 手続の流れ 



 

 

 
※ 本補助制度の補助対象機器の設置と同時に申請書を提出する場合、交付申請提出書類「９ 納税証明書の原本」及
び「１０ 住民票の写しの原本」並びに実績報告書提出書類「５ 住民票の写しの原本」は、あわせて１通の提出で結
構です。 

 
 
 

                         

※ 各補助制度の内容・お問い合わせについては、下記のURLまたは二次元コードからご確認ください。 

 

⑴ 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 

https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html 

 

 

⑵ 住宅省エネ２０２６キャンペーン 

https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/ 

 

 

⑶ 広島県：家庭におけるエコ窓普及促進補助金 

  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/ecomado.html 

１ 
広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金交付申請書 
 １ 

広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金実績報告書兼交付請求書 

２ 工事請負契約書等の写し  ２ 断熱窓に係る領収書の写し 

３ 
断熱窓の材料費及び工事費の内訳が明記され

ている書類 

 
３ 断熱窓の出荷証明書又は納品書等の写し 

４ 明細書 
 
４ 断熱窓の設置後の現況写真 

５ 平面図 

 

５ 
住民票の写しの原本 

（申請時と住所が異なる場合） 
※ 実績報告日前の3か月以内に交付されたもの 

６ 「居間の全ての窓」に含まれない窓の確認票 
 
６ その他市長が必要と認める書類 

７ 断熱窓を設置する住宅の案内図 
 

  

８ 断熱窓の設置前の現況写真 
   

９ 
広島市税の納税証明書の原本 

（「市税について滞納がない旨」の証明書） 
※ 申請日前の3か月以内に交付されたもの 

   

１０ 
住民票の写しの原本 

（市外在住の場合等） 
※ 申請日前の3か月以内に交付されたもの 

   

１１ 
住宅所有者の同意書 

（申請者以外に所有者がいる場合） 

   

１２ その他市長が必要と認める書類 
   

交付申請提出書類 実績報告提出書類 

 

（参考）国や県の補助制度 

https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html
https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/ecomado.html

